
都市計画法に基づく開発許可制度の取扱い基準の一部改正について 

 

 

第１章 総説 

Ⅰ－６ ・彦根長浜都市計画区域の定期見直しについて追記しました。 

 

 

第３章 開発行為の許可 

Ⅺ－４ ・開発登録簿の閲覧時間を開庁時間に合わせ変更しました。 

 

 

第６章 公共施設の取扱い 

Ⅰ－２ ・組織機構改編に伴い課名の一部を改めました。 

 

 

第７章 開発計画事前審査および他の法律 

Ⅰ－２ ・地区計画が定められている地区を改めました（甲田・梅ケ原地区、梅ヶ原南地区の

追加）。 

 

 

第８章 申請の手続 

Ⅰ－３ ・都市計画法第 29 条に基づく許可申請書類の表記の一部を改めました。 

 

 


